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平成２３年９月１５日

東北・北陸地方小委員会の

運営規則の改正について

国土交通省 東北地方整備局・北陸地方整備局



（1）地方合同小委員会の位置づけ

・既存の各地方の小委員会を合同で開催する
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社会資本整備審議会 道路分科会 部会

北海道地方小委員会

東北地方小委員会

関東地方小委員会

北陸地方小委員会

中部地方小委員会

近畿地方小委員会

中国地方小委員会

四国地方小委員会

九州地方小委員会

沖縄地方小委員会

社会資本整備審議会令
第７条

道路分科会運営規則
第１条

東北地方小委員会

と

北陸地方小委員会

の合同開催

（２）日本海沿岸東北自動車道ＷＧの位置づけ

・各地方の小委員会の下部組織（同一の組織）として新たに設置する

（道路分科会）
東北地方小委員会

（道路分科会）
北陸地方小委員会

日本海沿岸東北自動車道
ＷＧ

（合同開催）
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社会資本整備審議会道路分科会 東北地方小委員会運営規則（改正案）

（趣旨）

第１条 本規則は、「社会資本整備審議会道路分科会運営規則」（平成22年8月3日道路分

科会長決定）に基づいて設置する小委員会（以下「小委員会」という。）の組織、

委員、会議、庶務その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

（小委員会の事務）

第２条 小委員会は、社会資本整備審議会道路分科会長（以下「分科会長」という。）の

求めに応じ、以下の調査を行う。

一 計画段階評価、新規事業採択時評価の対象事業に関し、東北地方整備局（以下

「整備局」という。）が作成した対応方針（案）。

二 地方の道路事業の効率的な実施に関する事項。

（委員の任期）

第３条 委員の任期は、２年とする。

２ 委員は、再任されることができるが、最長６年を限度とする。

（会議の成立条件）

第４条 会議は委員の三分の一以上の出席がなければ開催することができない。

（合同の会議の開催）

第５条 案件に応じて、他の地方の小委員会と合同の会議を開催することができる。

２ 合同の会議は、各地方の小委員会の委員等を合わせた委員等の三分の一以上の

出席がなければ開催することができない。

３ 合同の会議の委員長は、各地方の小委員会のいずれかの委員長が行う。

（小委員会の庶務）

第５６条 小委員会の庶務は、整備局の道路部路政課において処理する。

（雑則）

第６７条 この規則に定めるもののほか、小委員会の議事の手続きその他運営に関し、

必要な事項は委員長が定める。

附 則

この規則は、平成２３年○月○日から施行する。
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社会資本整備審議会道路分科会 東北地方小委員会 作業部会運営規則(案)

社会資本整備審議会道路分科会東北地方小委員会運営規則第７条に基づき、

社会資本整備審議会道路分科会東北地方小委員会作業部会運営規則を、次の

とおり定める。

社会資本整備審議会道路分科会

東北地方小委員会 委員長 大滝 精一

（下部組織の設置）

第１条 小委員会の委員長は、必要があると認めるときは、小委員会の下部組織を設置

することができる。

２ 下部組織に属すべき委員等は、小委員会に属する委員等のうちから、小委員会

の委員長が指名する。

３ 案件に応じて、下部組織の長を置くことする。

４ 下部組織の長を置く場合は、当該下部組織に属する委員の互選により選出する。

附 則

この規則は、平成２３年○月○日から施行する。
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社会資本整備審議会道路分科会 北陸地方小委員会運営規則（改正案）

（主旨）

第１条 本規則は、「社会資本整備審議会道路分科会運営規則」（平成22年8月3日道路分科

会決定）に基づいて設置する地方小委員会（以下「小委員会」という。）の組織、

委員、会議、庶務その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものである。

（小委員会の事務）

第２条 小委員会は、社会資本整備審議会道路分科会長（以下「分科会長」という。）の

指名に基づき、以下の事務を行う。

１ 直轄事業の事業評価など地方における道路事業の効率的な実施に関し、北陸地方

整備局（以下「整備局」という。）からの報告を受けること。

２ 整備局の報告に対し意見がある場合には、分科会長に対してその具申を行うこと。

（小委員会の委員及び組織）

第３条 小委員会に属すべき委員等（社会資本整備審議会令（平成十二年六月七日政令第

二百九十九号）第４条第５項の「委員等」をいう。以下同じ。）は、道路分科会に

属する委員等のうちから、分科会長が指名する。

２ 委員等は、１０名以内で組織する。

３ 委員等の任期は、２年とする。

４ 委員等は、再任されることができるが、最長６年を限度とする。

（会議の成立条件）

第４条 会議は委員等の三分の一以上の出席がなければ開催することができない。

（合同の会議の開催）

第５条 案件に応じて、他の地方の小委員会と合同の会議を開催することができる。

２ 合同の会議は、各地方の小委員会の委員等を合わせた委員等の三分の一以上の出

席がなければ開催することができない。

３ 合同の会議の委員長は、各地方の小委員会のいずれかの委員長が行う。

（審議過程の透明性の確保）

第５６条 小委員会の構成員及び会議の開催予定はあらかじめ公表する。

２ 小委員会の審議については、原則として報道機関を通じて公開する。

３ 小委員会の会議に提出された資料及び議事録は、会議終了後速やかに公開する。

ただし、公開することが適切でないと小委員会が判断する資料は公開しない。
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（下部組織の設置）

第７条 小委員会の委員長は、必要があると認めるときは、小委員会の下部組織を設置す

ることができる。

２ 下部組織に属すべき委員等は、小委員会に属する委員等のうちから、小委員会の

委員長が指名する。

３ 案件に応じて、下部組織の長を置くこととする。

４ 下部組織の長を置く場合は、当該下部組織に属する委員等の互選により選出する。

（小委員会の庶務）

第６８条 小委員会の庶務は、整備局道路部路政課において処理する。

附 則

この規則は、平成２２年１２月１６日から施行する。

改正 平成２３年○月○日
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